
大都市地域における特別区の設置に関する法律 

の一部を改正する法律案要綱 

 

１ 住民投票期間と選挙期間の重複禁止等 

 ⑴ 特別区の設置についての住民投票の期日の告示の日から当該期日

までの期間（以下「住民投票期間」という。）と関係市町村及び関

係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙（以下「特定選挙」

という。）の期日の告示の日から当該期日までの期間（以下「選挙

期間」という。）とは、重複してはならないものとし、この場合に

おける住民投票を行うべき期間及び公職選挙法の規定により選挙を

行うべき期間についての特例その他住民投票期間と選挙期間とが重

複しないようにするために必要な事項は、政令で定める。 

（第７条新第４項関係） 

 ⑵ ⑴の政令は、特定選挙が選挙を行うべき期間内に必ず行われ、か

つ、特別区の設置についての住民投票ができる限り住民投票を行う

べき期間内に行われるよう定めるものとする。 

（第７条新第５項関係） 

 ⑶ 公職選挙法第２０１条の５から第２０１条の８までの規定は、こ

れらの条に掲げる選挙（特定選挙を除く。）が行われる場合におい

て、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの

期間と住民投票期間とが重複する期間中、政党その他の政治活動を

行う団体が、特別区の設置についての住民投票に係る政治活動を行

うことを妨げるものではない。 （第７条新第１２項関係） 

 

２ 施行期日 

  この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。 （附則第１項関係） 
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大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
七
条
第
七
項
中
「
選
挙
」
の
下
に
「
（
特
定
選
挙
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項

中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
四
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項

を
加
え
る
。 

２ 

全
て
の
関
係
市
町
村
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
は
、
同
項
の
投
票
を
行
う
べ
き
期
間
（
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

「
住
民
投
票
を
行
う
べ
き
期
間
」
と
い
う
。
）
内
の
同
一
の
期
日
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
期
日
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
二
十
日
前
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
期
日
の
告
示
の
日
か
ら
当
該
期
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て

「
住
民
投
票
期
間
」
と
い
う
。
）
と
関
係
市
町
村
及
び
関
係
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
及
び
長
の
選
挙
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
特
定
選
挙
」
と
い
う
。
）
の
期
日
の
告
示
の
日
か
ら
当
該
期
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
選



 

 
 

 

二 

挙
期
間
」
と
い
う
。
）
と
は
、
重
複
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
住
民
投
票
を
行
う
べ
き
期
間
及
び

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
に
よ
り
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
選
挙
を
行

う
べ
き
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
特
例
そ
の
他
住
民
投
票
期
間
と
選
挙
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

５ 

前
項
の
政
令
は
、
特
定
選
挙
が
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
内
に
必
ず
行
わ
れ
、
か
つ
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
が
で
き

る
限
り
住
民
投
票
を
行
う
べ
き
期
間
内
に
行
わ
れ
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

公
職
選
挙
法
第
二
百
一
条
の
五
か
ら
第
二
百
一
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
条
に
掲
げ
る
選
挙
（
特
定
選
挙
を
除

く
。
）
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の
当
日
ま
で
の
期
間
と
住

民
投
票
期
間
と
が
重
複
す
る
期
間
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
活
動
を
行
う
団
体
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
係
る
政

治
活
動
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 
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（
施
行
期
日
） 



 
 

 

三 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 





 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
の
住
民
投
票
の
重
要
性
に
鑑
み
、
当
該
住
民
投
票
に
係
る
住
民
投
票
期
間
と
関
係
市
町
村
及
び
関

係
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
選
挙
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講

ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





 

一 

◎
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
関
係
市
町
村
に
お
け
る
選
挙
人
の
投
票
） 

第
七
条 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
関
係
市
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
は
、
基
準
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
、
特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
選

挙
人
の
投
票
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

全
て
の
関
係
市
町
村
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
は
、
同
項
の
投
票
を
行

う
べ
き
期
間
（
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
住
民
投
票
を
行
う
べ
き
期

間
」
と
い
う
。
）
内
の
同
一
の
期
日
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
期
日
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
二
十
日
前
に

告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
期
日
の
告
示
の
日
か
ら
当
該
期
日
ま
で
の

期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
「
住
民
投
票
期
間
」
と
い
う
。
）

と
関
係
市
町
村
及
び
関
係
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
及
び
長
の
選

挙
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
選
挙
」
と
い
う
。
）
の
期
日
の
告
示
の
日

か
ら
当
該
期
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
選
挙
期
間
」
と
い

う
。
）
と
は
、
重
複
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
住
民

 

（
関
係
市
町
村
に
お
け
る
選
挙
人
の
投
票
） 

第
七
条 

（
同
上
） 

   

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

     



  

二 

投
票
を
行
う
べ
き
期
間
及
び
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

の
規
定
に
よ
り
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
選
挙
を
行

う
べ
き
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
特
例
そ
の
他
住
民
投
票
期
間
と
選
挙

期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。 

 

５ 

前
項
の
政
令
は
、
特
定
選
挙
が
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
内
に
必
ず
行
わ
れ
、

か
つ
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
が
で
き
る
限
り
住
民
投
票
を
行
う
べ
き

期
間
内
に
行
わ
れ
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

６ 

関
係
市
町
村
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
際
し
、
選
挙
人
の

理
解
を
促
進
す
る
よ
う
、
特
別
区
設
置
協
定
書
の
内
容
に
つ
い
て
分
か
り
や

す
い
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
際

し
、
当
該
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

投
票
に
関
す
る
当
該
議
員
の
意
見
を
公
報
に
掲
載
し
、
選
挙
人
に
配
布
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

８ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
二
人
以
上
の
議
員
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
に
対
し
、
当
該
議
員
が
共
同
で
表
明
す
る
意
見
を
掲
載
す
る
よ
う

      

（
新
設
） 

   

２ 

関
係
市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
際
し
、
選
挙
人
の
理

解
を
促
進
す
る
よ
う
、
特
別
区
設
置
協
定
書
の
内
容
に
つ
い
て
分
か
り
や
す

い
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

（
同
上
） 

    

４ 

（
同
上
） 

 



 

三 

申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

９ 

関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
結

果
が
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
全
て
の
関
係
市
町
村
の
長
及
び
関

係
道
府
県
の
知
事
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
投
票
の
結
果
が
確
定
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

 

政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
公
職
選
挙
法
中
普
通
地

方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

 

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
（
特
定
選

挙
を
除
く
。
）
と
同
時
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

公
職
選
挙
法
第
二
百
一
条
の
五
か
ら
第
二
百
一
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、

こ
れ
ら
の
条
に
掲
げ
る
選
挙
（
特
定
選
挙
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の
当
日
ま

で
の
期
間
と
住
民
投
票
期
間
と
が
重
複
す
る
期
間
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治

活
動
を
行
う
団
体
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
係
る
政
治
活
動
を
行

う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

  

５ 

（
同
上
） 

    

６ 

政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
号
）
中
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
は
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

７ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
と
同
時
に

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 

 
 

 


